
２１教健第２４７号 

平成２１年６月８日 

 

愛知県学校薬剤師会長 様 

 

愛知県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

平成２１年度愛知県農薬危害防止運動の実施について（依頼） 

 

日ごろから学校環境衛生の向上に御協力をいただきありがとうございます。 

このたび、広く県民の農薬に関する知識の向上を図り、農薬による危害を防止する

目的で、別添の平成２１年度愛知県農薬危害防止運動実施要領に基づき、平成２１年

６月１日から平成２１年８月３１日まで集中的に実施されます。 

つきましては、別添のとおり各県立学校及び各市町村教育委員会へ通知しましたの

で、本運動の趣旨を御理解の上、学校に対する御指導及び御助言をお願いいたします。 

 

 

担   当 健康学習課保健・給食グループ（鈴木） 

電   話 052-954-6794（ダイヤルイン） 

ファックス 052-954-6965 



（写） 

２１教健第２４７号 
平成２１年６月８日 

 

各 県 立 学 校 長 殿 

 

愛知県教育委員会教育長 

 

平成２１年度愛知県農薬危害防止運動の実施について（通知） 

 

このことについて、広く県民の農薬に関する知識の向上を図り、農薬による危害を

防止する目的で、別添の平成２１年度愛知県農薬危害防止運動実施要領に基づき、平

成２１年６月１日から平成２１年８月３１日まで集中的に実施されます。 

つきましては、本運動の趣旨を御理解の上、農薬による事故等の発生の防止に努め

てください。 

なお、学校において衛生害虫等の駆除を行う場合は、平成２０年３月１１日付け１

９教健第８４２号通知「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤適正使用ガイドライン

の策定について」に基づき、児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で行う

とともに、やむを得ず農薬を使用する場合にあっては下記に留意してください。 

記 

１ 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施

錠して保管する等農薬の保管管理には十分注意すること。 

２ 農薬を他の容器（清涼飲料水の容器等）へ移し替えないこと。 

３ 農薬の使用にあたっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用

すること。また、使用に関し不明な点がある場合は、農林水産事務所等に相談する

こと。 

４ 農薬を散布するときは、散布前に児童生徒、保護者及び周辺住民に連絡し、必要

に応じ立札を立てることなどにより、児童生徒や散布に関係のない者が作業現場に

近づかないよう配慮するとともに、周辺住民、通行人等に被害を及ぼさないよう、

風向き等に十分注意すること。 

５ 校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立て

る等により、関係者以外の者の立入りを防ぐようにすること。 

 

 

担   当 健康学習課保健・給食グループ（鈴木） 

電   話 052-954-6794（ダイヤルイン） 

ファックス 052-954-6965 



（写） 

２１教健第２４７号 
平成２１年６月８日 

 

各教育事務所長・支所長 
豊橋市立豊橋高等学校長 殿 
豊田市立豊田養護学校長 

 

愛知県教育委員会教育長 

 

平成２１年度愛知県農薬危害防止運動の実施について（通知） 

 

このことについて、広く県民の農薬に関する知識の向上を図り、農薬による危害を

防止する目的で、別添の平成２１年度愛知県農薬危害防止運動実施要領に基づき、平

成２１年６月１日から平成２１年８月３１日まで集中的に実施されます。 

つきましては、本運動の趣旨を御理解の上、農薬による事故等の発生の防止に努め

てください。 

なお、学校において衛生害虫等の駆除を行う場合は、平成１９年２月１６日付け１

８教健第６８６号通知「住宅地等における農薬使用について」に基づき、児童生徒等

の健康及び周辺環境に影響がない方法で行うとともに、やむを得ず農薬を使用する場

合にあっては下記に留意してください。 

なお、各教育事務所・支所にあっては、管内の市町村教育委員会へ周知及び指導を

お願いします。 
記 

１ 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施

錠して保管する等農薬の保管管理には十分注意すること。 

２ 農薬を他の容器（清涼飲料水の容器等）へ移し替えないこと。 

３ 農薬の使用にあたっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用

すること。また、使用に関し不明な点がある場合は、農林水産事務所等に相談する

こと。 

４ 農薬を散布するときは、散布前に児童生徒、保護者及び周辺住民に連絡し、必要

に応じ立札を立てることなどにより、児童生徒や散布に関係のない者が作業現場に

近づかないよう配慮するとともに、周辺住民、通行人等に被害を及ぼさないよう、

風向き等に十分注意すること。 

５ 校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立て

る等により、関係者以外の者の立入りを防ぐようにすること。 

 

担   当 健康学習課保健・給食グループ（鈴木） 

電   話 052-954-6794（ダイヤルイン） 

ファックス 052-954-6965 






























